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D-467 HBV核酸定量検査、HBVコア関連抗原（HBcrAg）（B型慢性肝

炎の経過観察）（回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、B 型慢性肝炎の経過観察を目的とする HBV 核酸定量検査

又は HBV コア関連抗原（HBcrAg）の算定はいずれかを 3 か月に 1 回ま

で認められる。 

 ただし、核酸アナログ製剤の投与中止後、インターフェロン治療中及び

治療後、急性増悪等により医学的に必要な場合については 3 か月以内の算

定が認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 B 型慢性肝炎の経過観察において、定期的に HBV-DNA 量を測定する

ことは有用であるが、B 型慢性肝炎の病態は急激に変化するものではない

ため、HBV 核酸定量検査の頻度は一般的に 3 か月に 1 回程度で十分であ

る。 

 また、HB コア関連抗原（HBcrAg）は HBV 核酸定量検査の値と相関

している。 

 以上のことから、HBV核酸定量検査又はHBVコア関連抗原（HBcrAg）

の算定はいずれかを 3 か月に 1 回まで認められると整理した。 

 なお、核酸アナログ製剤の中止の検討やインターフェロン治療中、HBs

抗原陰性化後の再陽性化の疑い、急性増悪など、検査の必要がある場合は

6 か月以内であっても認められる。 

 


